
令和４年 12 月６日 

 

周知資料（新見労働基準監督署） 

 

(1) 労働災害が増加しています 

(2) 経営トップの「安全衛生方針」を示し社内の安全衛生活動を推進しましょう！ 

(3) 職場での転倒災害が増加しています 

(4) 職場での腰痛を予防しましょう！ 

(5) 働く皆さまへいつまでも元気に働ける心とからだの健康づくりを 

(6) SAFE コンソーシアム 

(7) はしごを使う前に・脚立を使う前に 

(8) 伐木作業中の死亡災害・重篤災害が発生しています 

(9) 災害復旧工事における労働災害防止について 

(10) 伐木作業等の安全対策の規制が変わります！ 

(11) 木材伐出機械等も規制の対象になりました 

(12) チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン（概要） 

(13) 林業の作業現場における緊急連絡体制を整備しましょう 

(14) 林業の作業現場における緊急連絡体制の整備等のためのガイドライン（概要） 

(15) 新たな化学物質規制オンライン説明会 

(16) 月 60 時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます 

(17) 建設業のみなさまへ（時間外労働の上限規制） 

(18) 年次有給休暇制度は改正労基法に対応したものとなっていますか？ 

(19) 今こそ、働き方改革に取り組みましょう 

  



 



新見労働基準監督署からのお知らせ

労 働 災 害 が 増 加 し て い ま す
安全管理の再確認をお願いします

令和３年の休業４日以上の労働災害は95件（前年比＋11）となり、平成28年以来となる90件
超え、大幅な増加となりました。
死亡災害は令和4年は既に1件発生しており、4年連続の発生となっています。

安全衛生管理体制を整え、自主的活動を強化しましょう！
安全衛生管理の強化
□ 経営トップが安全衛生の方針を表明しましょう

項目：安全衛生の考え方、労働災害防止の決意、安全衛生活動の推進など
□ 安全衛生の担当者（総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、（安全）衛生推進者、

産業医、作業主任者など）を選任しましょう
□ 安全衛生の担当者の職務内容を明らかにして、十分な社内の権限を与えましょう
□ 一定期間の安全衛生の目標を掲げ、計画を立てましょう

例）令和４年の目標「非定常作業を100件以上洗い出し、作業手順書を作成する」

令和４年１月の計画「事業場の安全パトロールを行い、危険な箇所を洗い出す」

□ 働く人全員で安全衛生活動に取り組みましょう
安全衛生教育の拡充
□ 安全衛生教育（雇入れ時等の教育・職長等の教育、能力向上教育など）を計画的・継続的に
実施しましょう

転倒災害、墜落・転落災害を防止しましょう！

新見署管内で令和３年に発生した休業４日以上の労働災害の内、転倒災害、墜落・転落災害
だけで約4割を占めています。転倒災害はその６割が30日以上の休業見込みとなっています。
墜落・転落災害ははしご・脚立、運転台・荷台等、2ｍ未満からのものが7割を占めており、
その6割が30日以上の休業見込みとなっています。
転落、墜落・転落災害はどの業種、どの事業場でも発生する可能性があります。

転倒予防・腰痛予防
の取組（厚生労働省HP）

｢はしごや脚立からの墜落・
転落災害をなくしましょう！｣
PDF：2.42MB（厚生労働省HP）

高年齢労働者の安全
衛生対策について
（厚生労働省HP）

腰痛予防対策
（厚生労働省HP）

｢外国人労働者の安全衛生対策
について｣（厚生労働省HP）

指差呼称のやり方
（厚生労働省「職場の
あんぜんサイト」）

製造業
①はさまれ・巻き込まれ 10件
②墜落・転落 ５件
③激突 3件
④切れ・こすれ、飛来・落下2件

第三次産業
①転倒 13件
②動作の反動・無理な動作5件
③交通事故 4件
④墜落・転落 3件
建設業
①墜落・転落 5件
②飛来・落下、切れこすれ3件
④動作の反動・無理な動作２件
運輸交通業
①墜落・転落 4件
②激突、動作の反動・無理な動作 3件
④転倒 2件



◆ 職場における新型コロナウイルス感染症対策を実施するために、～取組の５つのポイント～が
実施できているか確認しましょう。

◆ 厚生労働省では、職場の実態に即した、実行可能な感染症防止対策を検討していただく
ため「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」
を厚生労働省のホームページに掲載していますのでご活用ください。

◆ 食堂、休憩所、洗面所、寮における感染防止は大丈夫ですか。
◆ 職場における感染事案が発生した場合には労働基準監督署にもご一報ください。

職場における新型コロナウイルス感染症対策について

新見労働基準監督署（0867-72-1136） （R04.04）

今こそ、働き方改革に取り組みましょう
働き方改革とは、誰もがそれぞれの事情に応じて多様な働き方が選択でき、その能力と意欲を発揮できる

魅力ある職場づくりを目指すものです。
魅力ある職場づくりに取り組むことで、従業員の意欲が向上し、労働生産性のアップや優秀な人材の確保

職場への定着につながります。

働き方改革に向けた各種支援の活用

〒700-8611
岡山市北区下石井１－４－１岡山第２合同庁舎３階
TEL 086－225－2017

◆岡山労働局雇用環境・均等室
「働き方・休み方改善コンサルタント」が事業場にお伺いし、
労働時間や休暇制度の状況を診断のうえ、アドバイスや改善
に向けた具体的な提案や資料の提供を行います。

〒700-0985
岡山市北区厚生町３丁目１番15号 岡山商工会議所ビル 8階
【受託会社：株式会社タスクールPlus】

フリーダイヤル：0120-947-188

◆岡山働き方改革推進支援センター
長時間労働の是正、同一労働同一賃金の実現、生産性向上に
よる賃金引上げ、人手不足の緩和などの労務管理に関する課
題について、労務管理等の専門家による個別相談、事業主向
けセミナーの実施などの支援を行います。

公益財団法人 岡山県産業振興財団
〒701-1221
岡山県岡山市北区芳賀5301
TEL 086-206-2180

◆岡山県よろず支援拠点
平成26年6月より、国が全国に設置した無料
の経営相談所です。
岡山県よろず支援拠点では、起業・創業か
ら、中小企業・小規模事業者の皆様の売上拡
大、販路拡大、事業計画、経営改善など、経
営上のあらゆるお悩みの相談に対応します。

改正法令、各種支援、助成金制度等
詳細についてはこちらをご覧ください

｢働き方改革｣の
実現に向けて

(厚生労働省HP)

働き方改革について
(岡山労働局HP)

月60時間を超える残業は、割増賃金率が引上げられます

就業規則、給与計算
システムなどの見直し
は進んでいますか？

中小企業に対して適用
が猶予されていた６０時
間を超える時間外労働に
対する割増賃金率につい
て、2023年（令和５
年）４月１日から５０％
以上とする規定が適用さ
れます。



経営トップの「安全衛生方針」を示し
社内の安全衛生活動を推進しましょう！

新見労働基準監督署からのお願い

労働災害防止対策や健康確保対策を推進するためには、経営トップの強いリーダーシップの下、
全員が一丸となって、安全衛生活動に取り組むことが重要です。
まずは、経営トップ自らが安全衛生管理の最高責任者として、労働者の安全と健康確保が最優

先である旨の安全衛生方針を示しましょう。
また、経営トップの｢安全衛生方針｣に沿った取組を労働者一人ひとりが｢安全衛生宣言｣し、そ

れを日々実践することにより、労働災害撲滅への効果がより期待できます。
「安全衛生方針」「安全衛生宣言」で労使一丸となって労働災害の撲滅に取組みましょう。

安全衛生方針

会社名 株式会社◎◎

代表者 代表取締役 新見 太郎

安全衛生の基本方針

策定日 令和 年 月 日
掲示日 令和 年 月 日

安全衛生活動は、企業経営の基盤であり、我が社で働く人及び社旗
又は社のシンボルマーク地域社会の安全・健康に及ぼす影響を最小限
となるよう企業活動の中で安全衛生管理を徹底し、自負できる職場を
目指します。

見本

「安全衛生方針」は、方針に沿って、職場全員で取り組むことが重要なので、一人
ひとりが目にすることができる状態にしましょう。また、HPなどを通じて対外的に
公表することにより、社員の取り組みへの意識高揚、安全衛生活動に意欲がある事
業場との社会的評価の上昇の効果も期待できます。

１ 安全衛生関係法令及び社内基準を遵守し、より一層の安全衛生管理に
努めます。

２ 職場の危険有害要因の明確化と対策の優先度を定めるリスクアセスメ
ントを実施し、「災害ゼロ」から「危険ゼロ」への安全で快適な職場づ
くりを推進します。

３ 過重労働及びメンタルヘルスによる健康障害を防止するため、衛生管
理体制の充実を図り、社員の健康確保対策を推進します。

４ 全社員とのコミュニケーションを図り、全員参加の安全衛生活動を実

行していきます。
５ 社員教育及び社内広報活動を通じて、安全衛生意識の高揚に努めます。
６ 安全衛生活動の実行に当たっては、適切な経営資源を投入し、効果的
な改善を継続的に実施します。



労働者一人ひとりが｢安全衛生宣言｣を示し
社内の安全衛生活動を推進しましょう！

新見労働基準監督署（0867-72-1136） （R04.11）

新見労働基準監督署からのお願い

近年、増加傾向にある行動災害（転倒災害、腰痛災害など）は、疾病、加齢などに伴う、筋力、

バランス力、視力、敏捷性、認知機能などの心身機能の低下などの個人的要因も大きく関与して

おり、労働災害を撲滅するには、労働者ひとり一人が、職場の安全衛生活動に積極的に参加する

とともに、事業場における取組や地域における取組を活用しながら、自身の心身の健康の維持・

向上に努めていくことがとても重要となります。

経営トップが労働災害防止に対する明確な｢安全衛生方針｣を表明し、その方針に沿った取組を

労働者一人ひとりが｢安全衛生宣言｣を表明し、それを日々実践することにより、より効果が期待

できます。｢安全衛生方針｣｢安全衛生宣言｣で労使一丸となって労働災害の撲滅に取組みましょう。

宣言日 令和 年 月 日

見本

私の安全衛生宣言

所属名 株式会社◎◎ ◇◇工場

職氏名 製造第1班 高梁 太郎

1. ライン清掃・調整時は「主電源のカット」と
「操作禁止札の掲示」を徹底します。

2. 作業標準にない不具合が発生したら、自己判断
せずに班長に対応の指示を仰ぎます。

3. 場内は、走らず、ながら歩きせずを守ります。
4. 会社のヘルスサポートサービスを活用し、身体

機能維持、健康維持に努めます。

「私の安全衛生宣言」は、労働者一人ひとりが、日々、取り組みを継続することが
重要となりますので、宣言内容は、所属する職場の掲示板に掲示したり、カードに
したものを携帯したり、更衣室のロッカーに掲示したりと、それぞれの職場の状況
に応じて、日々目にして意識するよう、工夫してみてください。



職場での転倒災害が増加しています
新見労働基準監督署からのお願い

近年、全国的に転倒災害は増加傾向にあり、令和３年の速報値は、前年同期
比で約３割増と大きく増加しています。その約６割が休業１か月以上であり、
特に女性の高齢者で多く発生しています。
転倒災害の防止は、女性や高齢者が活躍できる社会の実現や生産性向上など
の観点からも、たいへん重要な課題です。
下記のチェックリストを活用した点検の実施など、転倒災害防止の取り組み
をお願いします。

チェック項目

１ 通路、階段、出口に物を放置していませんか

２ 床の水たまりや氷、油、粉類などは放置せず、
その都度取り除いていますか

３ 通路や階段を安全に移動できるように十分な明るさ
（照度）が確保されていますか

４ 靴は、すべりにくくちょうど良いサイズのものを
選んでいますか

５ 転倒しやすい場所の危険マップを作成し、周知して
いますか

６ 段差のある箇所や滑りやすい場所などに、注意を
促す標識をつけていますか

７ ポケットに手を入れたまま歩くことを禁止して
いますか

８ ストレッチや転倒予防のための運動を取り入れて
いますか

９ 転倒を予防するための教育を行っていますか

転倒の危険をチェックしてみましょう
あなたの職場は大丈夫︖



新見労働基準監督署（0867-72-1136）

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください︕
「ＳＴＯＰ︕転倒災害プロジェクト」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111055.html

STOP︕ 転倒 検 索

▶転倒災害は、大きく３種類に分けられます。皆さまの職場にも似たような危険はありませんか︖

転倒予防

転倒原因

▶転倒災害を防止することで、安心して作業が行えるようになり、作業効率も上がります。

ＳＴＯＰ︕転倒災害プロジェクト
▶厚生労働省と労働災害防止団体は、労働災害のうちで最も件数が多い「転倒災害」を減少させ
るため、「ＳＴＯＰ︕転倒災害プロジェクト」を推進しています。

３つの転倒予防（①整理整頓、②清掃、③運動）を行って転倒による労働災害を減らし
ましょう。
また、リーフレットの「チェックリスト」を用いて、転倒の危険性を確認し、転倒しや
すい場所の危険マップを作成し、見える化のステッカーを貼るなど、転倒災害防止に努
めてください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111055.html










思うようにからだが動かない、疲れが取れないと感じたことはありませんか︖
起きるのがつらい、寝つけない、仕事に行くのがつらいと感じたことはありませんか︖

「まだまだ大丈夫」と思って無理をしていると、心とからだが悲鳴をあげて、取り返しがつか
ないことになることがあります。
全国的に、定期健康診断の有所見率の上昇、仕事による強いストレスが原因による精神障害
の労災請求件数の増加、加齢によるバランス力・筋力の衰え等が原因による転倒災害・腰痛災
害の増加などの傾向が見られます。
現在の自分の心とからだの状態をチェックし、早め早めのケアに取り組みましょう。

「国の行政情報に関するポータルサイト」
政府広報オンライン

働く皆さまへ
いつまでも元気に働ける心とからだの健康づくりを

新 見 労 働 基 準 監 督 署 か ら の お 願 い

「要精密検査」「要治療」を放置していませんか︖

二次健康診断等給付は、直近の定期健康診断等の結果、脳・心臓疾患を発症する危険性が
高いと判断された方々に対して、脳血管・心臓の状態を把握するための二次健康診断 及び
脳・心臓疾患の発症の予防を図るための特定保健指導 を１年度内に１回、無料で受診するこ
とができる制度です。給付の要件等の詳細については、下記のページをご確認ください。

厚生労働省HP「労災保険二次健康診断等給付」 ⇒ 

労災保険二次健康診断等給付をご存じですか︖

生活習慣病の予防と早期発見のために
がん検診＆特定健診・特定保健指導の受診を︕

健康診断受診者の約６割
何らかの所見がある状態

生活習慣病とも関連が深い
｢血中脂質｣｢血圧｣｢肝機能｣
｢血糖｣等で高い有所見率

放置は危険です‼
ご家族のためにも「要精密検査」「要治療」は
放置せず、早めに検査・治療を受けましょう。



新見労働基準監督署（0867-72-1136）

こころがSOSサインを出していませんか︖

バランス力・筋力等の身体能力の低下に気づいていますか︖

まずはこころの病気について理解を深めましょう
■働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
「こころの耳」（厚生労働省サイト）
職場のメンタルヘルスに関する幅広い情報
を提供するとともに、メンタルヘルス不調
や過重労働による健康障害に関する相談窓
口を設置しているポータルサイトです。
■厚生労働省 ハラスメント対策総合情報サイト
あかるい職場応援団
職場のハラスメント(パワハラ、セクハ
ラ、マタハラ)、いじめ・嫌がらせ問題の予
防・解決に向けた情報提供のためのポータ
ルサイトです。

■厚生労働省委託事業
ハラスメント悩み相談室
厚生労働省の委託を受けて、株式会社東京
リーガルマインドが運営している「職場に
おけるハラスメントの悩み相談室」のウェ
ブサイトです。

■厚生労働省HP
職場におけるハラスメントの防止のために
セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・
育児休業等に関するハラスメント、パワー
ハラスメントに関する情報を提供していま
す。

■厚生労働省HP
「転倒予防・腰痛予防の取組」
厚生労働省が行う転倒予防・腰痛予防の取
組について紹介しています。啓発資料・
リーフレット・動画等を提供しています。

■厚生労働省 職場のあんぜんサイト
転倒・腰痛防止用視聴覚教材
「転倒・腰痛予防︕いきいき健康体操」等
の転倒・腰痛防止用視聴覚教材を提供して
います。

■厚生労働省「スマート・ライフ・プロジェクト」サイト
「おうちで＋10超リフレッシュ体操」
運動不足解消や健康増進に向けて、自宅で
手軽に取り組める３分程度の体操メニュー
を動画で紹介しています。

■厚生労働省「SAFEコンソーシアム ポータルサイト」
職場における転倒・腰痛予防対策動画
職場における転倒・腰痛予防対策のエクサ
サイズ動画等を提供しています。

無理がない程度でストレッチや運動を行いましょう

中央労働災害防止協会「転びの予防 体力チェック」（令和3年度厚生労働省補助事業）
歩行能力や動的バランスなどを把握できる５つの計測方法により、自分の意識と
実際の身体機能とのズレに気づくことができる動画教材を視聴できます。

（R04.10）

ためすぎると危険‼

まずは生活習慣を整え、リラックスできる時間を。
不調が続くようであれば、早めの相談を。

バランスが
取れた食事

良質な睡眠

リラックス
タイム

適度な
運動習慣

早めの相談

行動災害(転倒、腰痛等)増加
復帰に数か月かかる災害も

加齢によるバランス力・
筋力等の低下も一因

事業者による作業環境、
作業方法等の改善

労働者も心身の健康維持
向上に努めることが重要










